
令和６年４月から新ダイヤ運行に！朝 8 時から１時間ごとに出ていた八菜まわ

～る号の 2 便が 8 時 30 分発、次が 9 時、9 時 30 分・・・と 30 分に一本ずつにな

りました。30分ごとに役場を出発してご予約いただいた場所へ向かいます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第１６号 

八千代町地域自立支援協議会 

利用方法 

ステップ１ 事前に役場まちづくり推進課の窓口で利用者登録 

ステップ２ 予約センターに氏名・電話番号・乗車日時・目的地などを電話 

TEL 0296-45-7055 

ステップ３ 八菜まゎ～る号がお迎え。車内で利用券を購入 

（１枚３００円） 
役場 1 階会計課窓口：10 枚綴り（3,000 円）のみ販売 

 

「社会との繋がりを諦めない 食を通じて多世代が交流する場」をコンセプトに社会

福祉法人紬会が元居酒屋だった空き店舗をリノベーションして、4/1 プレオープンしま

した。 

美味しいコーヒーをきっかけに、たわいもない話から、日々の困りごとの相談などに

も繋がっています。その他にも、多世代が交流する子ども食堂、食で繋がるシェアキッ

チン、心が豊かになるカルチャースクールなど、さらに多くの方と繋がれる、地域の安

心できる『居場所』になっています。 茨城県結城郡八千代町菅谷 1021-1  TEL 0296-49-3886 

 

 

 
 

 

ｂｙ インディゴさん 



だれもがもっと住みやすい町に 

「八千代町障がい者プラン」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八千代町障害福祉計画・八千代町障害児福祉計画は、障害者総合支援法及び児

童福祉法に基づいて、障がいのある人が住み慣れた地域で共に住み、学び、働き、

自立と社会参加を目指すために障がい福祉サービスが適切に提供されるようサー

ビスの量の見込みと確保の方策を具体的に数値目標をもって記したものです。こ

の計画は令和６年度から令和８年度の３年間の達成目標をかかげています。 

 例えば｛見込み｝ 

〇児童発達支援センターを令和８年度までに１箇所以上設置 

〇保育所等訪問支援を活用して障がい児が地域で育成される体制を構築 

〇就労支援サービスの利用から一般就労へ令和 8年度に３名を移行 

〇相談支援体制の充実・強化 

〇就労選択支援（令和７年に新設されるサービス）の利用者が１０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶基本方針１について 

「自己決定の尊重」とは、障がいのある人

が安心して自分らしく暮らせる地域である

ために、自己選択・自己決定のもとであらゆ

る活動に参画することができる環境づくり

の取り組みを進めること。 

▶基本方針５について 

「アクセシビリティ」とは障がいのある人

が円滑に情報を取得・利用し、意思表示やコ

ミュニケーションをおこなうことができるよ

うに、情報通信、情報提供、コミュニケーシ

ョン手段の充実を図ること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年９月２８日（土）１０：００～１４：００ 
場所 八千代町農村環境改善センター 

内容 講演会 １０：３０～１１：３０ 

          講師： 株式会社ものくり商事 稲葉友香様 

          演題： 「地域と福祉の連携について」（仮） 

みんなでわいわい： ワークショップ、販売など  

ご協力いただける方募集中です。 

お問い合わせ： 八千代町基幹相談支援センター 

TEL 0296-45-7430 

                    インスタグラムDM 

 

 

 

八千代町障害福祉計画・八千代町障害児福祉計画には２９の障がい児者福祉サ

ービスと１６の地域生活支援事業について令和８年度末の具体的な目標を定めて

います。 

例えにあげた「児童発達支援センターの設置」は障がい児支援の提供体制の整備

等の項目に「本町の目標」として「障がい児の地域支援体制の充実を図るため、児

童発達支援センターや重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課

後等デイサービス事業所を設置していきます。」と記載されています。 

就労支援サービスには就労移行支援、就労継続支援 A 型、就労継続支援 B 型、

就労定着支援などがありそれぞれのサービスを利用して一般就労する人の目標人

数を定めています。令和３年度の実績は４つのサービスを合わせて１名のところ、

令和８年度は、各サービス１名ずつ合計４名が一般就労することを目標としていま

す。 

 

自立支援協議会は八千代町障害福祉計画・障害児福祉計画をすべての町民に知

ってもらい、その具体的な数値目標が達成できるよう我が事として関心を持っても

らう工夫をしていきます。 



八千代町障がい福祉ナビでは八千代町の

障がい福祉の計画や方針、制度などの情報を

見ることができます。是非ご活用ください。 

 

 

パラリンピックで注目を集めたボッチャが今、八千代で密かに話題になっています。３

月１６日「集おう、おしゃべりしよう」でボッチャ大会を開催。１０チームが熱戦を繰り広げ

ました。 

今後は八千代町の中で、子供も大人も高齢者も障がいのある人もない人もみんなでボッ

チャを盛り上げていきませんか？ルールは簡単、ジャックボール（目標球）と呼ばれる白い

ボールに、赤・青のそれぞれ６球ずつのボールをいかに近づけるかを競います。 

このボッチャ思ったよりも難しく、目標球に近づけようとするはずが離れてしまったり、

意図しない場所に転がって行ったりします。でも狙い通り目標球にぴったり寄せた時は思

わず歓声が上ります。 

令和6年 11月30日（土）１３：３０より「ボッチャであそぼう Part３」を開催予定です。

是非ご参加ください。 

¥ 

令和５年度、農村環境改善 

センターにて手話を楽しむ 

会を行いました。 

初めての方からでも 

さくらんぼの会の皆様が 

丁寧に教えてくださいました。 

今年も「手話を楽しもう」の会を

計画中です。簡単なあいさつや

歌を手話でできるようになって、

耳の不自由な方たちとも楽しく

コミュニケーションをとれるよう

になりたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行者：八千代町地域自立支援協議会 

発行日：令和６年８月１日 

問合せ：八千代町保健福祉部 

   福祉介護課障がい福祉係 

     TEL 0296-49-3941 

     FAX 0296-48-4371 

 

編集後記 

ここだより 16 号は本年度更新された八

千代町障がい者プランの概要を紹介し

ました。ここからプランの動向を地域の

皆さんと一緒に見守って行きます。皆さ

んの「知りたい！」に応えられる「ここ

だより」を目指します。 

八千代町地域自立支援協議会は、

誰もが暮らしやすい地域社会を作

るために、障がいのある人や困っ

ている人、地域の人、みんなが話

し合い、共に考え行動することを

目的としています。 

 

ＱＲコードで検索！ 


